
   ○北部クリーンセンター組織規程 
 平成 11年 4月 1日 
 規程第 14号 
 改正 平成 13年 3月 5日 規程第 13号 
  平成 14年 5月 31日 規程第 4号 

 
   第 1章 総則 
 （定義） 
第 1条 この規程は、木曽広域連合組織規則（平成 11年規則第 3号）第 13条の規定に
より北部クリーンセンターの事務分掌、職制等について定めるものとする。 
   第 2章 内部係 
 （係の設置及び事務分掌） 
第 2条 北部クリーンセンターに係を置き、各係の事務分掌は次のとおりとする。 
（1）庶務係 
① 他の係に属しない渉外事務に関すること。 
② 庁中取締及び営繕に関すること。 
③ 庁中伝達に関すること。 
④ 特殊文書に関すること。 
⑤ 庁中日誌その他記録に関すること。 
⑥ 統計及び調査に関すること。 
⑦ 総合調整及び企画に関すること。 
⑧ 庁内諸車両類に関すること。 
⑨ 契約に関すること。 
⑩ 物品の購入等用度に関すること。 
⑪ 物品の検収、貸与及び処分に関すること。 
⑫ 共用物品の管理、修理に関すること。 
⑬ 電話施設の保守管理に関すること。 
⑭ 文書等の収受、発送、整理、保存に関すること。 
⑮ 庁内及び構内の保守管理及び清掃に関すること。 
⑯ 諸証類及び契約書類の保管に関すること。 
⑰ 財産台帳の整備保管に関すること。 
⑱ 使用料、手数料及びその他収入金に関すること。 
⑲ 手数料等各種収入調停に関すること。 
⑳ 自動車整備及び整備記録に関すること。 
21 受託事務に関すること。 
22 ごみ及び不燃物収集計画に関すること。 
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23 組織町村との連絡、調整に関すること。 
24 一般家庭（事業所等を含む）との連絡、調整に関すること。 
25 収集車の点検、整備及び保管に関すること。 
26 収集車の悪臭防止対策等美化に関すること。 
27 収集車の安全運転に関すること。 
28 委託業者の監督、収集計画指導に関すること。 
29 その他、他係の所管に属さないこと。 
（2）管理係 
  ① 可燃ごみ搬入量の確認に関すること。 
② 場内巡視、記録に関すること。 
③ 場内各種機械運転に関すること。 
④ 各種機械台帳に関すること。 
⑤ 機械保全修理計画に関すること。 
⑥ 投入及び焼却の記録に関すること。 
⑦ 投入量の調整及び計画に関すること。 
⑧ 可燃ごみ及び残灰の処理に関すること。 
⑨ 場内整備、整頓、清掃、美化に関すること。 
⑩ 専用道路の整備に関すること。 
⑪ 場内通行に対する規制、指示に関すること。 
⑫ 場内建造物の管理に関すること。 
⑬ 安全対策に関すること。 
⑭ 視察者の案内に関すること。 
⑮ 電気設備の管理、保安規定に関すること。 
⑯ 危険物の取扱に関すること。 
⑰ 各種検査及び保安に関すること。 
⑱ 各種機械設備の取扱及び維持管理に関すること。 
⑲ ごみ処理行程の計画立案、実施に関すること。 
⑳ ごみ処理行程の確認、記録に関すること。 
21 ごみ処理行程の集録及び報告に関すること。 
22 電気主任技術者の業務に関すること。 
23 廃棄物処理施設技術管理者の研究、研修及び協議に関すること。 
24 運転行程及び作業行程における異常事態対策に関すること。 
25 取水堰堤に関すること。 
（3）リサイクル係 
  ① 資源ごみ（不燃ごみを含む。）の搬入量の確認に関すること。 
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② 場内巡視、記録に関すること。 
③ 場内各種機械運転に関すること。 
④ 各種機械台帳に関すること。 
⑤ 機械保全修理計画に関すること。 
⑥ 投入及び処理の記録に関すること。 
⑦ 投入量の調整及び計画に関すること。 
⑧ 資源ごみ（不燃ごみを含む。）及び残渣の処理に関すること。 
⑨ 場内整備、整頓、清掃、美化に関すること。 
⑩ 専用道路の整備に関すること。 
⑪ 場内通行に対する規制、指示に関すること。 
⑫ 場内建造物の管理に関すること。 
⑬ 安全対策に関すること。 
⑭ 視察者の案内に関すること。 
⑮ 電気設備の管理、保安規定に関すること。 
⑯ 危険物の取扱に関すること。 
⑰ 各種検査及び保安に関すること。 
⑱ 各種機械設備の取扱及び維持管理に関すること。 
⑲ ごみ処理行程の計画立案、実施に関すること。 
⑳ ごみ処理行程の確認、記録に関すること。 
21 ごみ処理行程の集録及び報告に関すること。 
22 電気主任技術者の業務に関すること。 
23 廃棄物処理施設技術管理者の研究、研修及び協議に関すること。 
24 運転行程及び作業工程における異常事態対策に関すること。 
25 管内のリサイクル品ストックヤードの管理に関すること。 
 （事務分掌の特例） 
第 3条 技術管理者は、プラント管理の技術的業務にあっては、属する係又は他の係の
分掌事務についてもその職務に従事する。 
   第 3章 職制等 
 （事務職員） 
第 4条 北部クリーンセンターに、所長のほか必要な職員を置く。 
 （臨時の職） 
第 5条 前条に定める職員のほか、運営上必要が生じた場合は、非常勤職員を雇入れる
ことができる。 
第 6条 前条に定める臨時の職にある者は、その職務について連合長の指定する者の指
揮に従わなければならない。 
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   第 4章 雑則 
第 7条 この規程の施行について必要な事項は、連合長が定める。 
   附 則 
 この規程は、公布の日から施行する。 
   附 則（平成 13年 3月 5日規程第 13号） 
 この規程は、平成 13年 4月 1日から施行する。 
   附 則（平成 14年 5月 31日規程第 4号） 
この規程は、平成 14年 4月 1日から施行する。 


